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〈
広
告
〉 脇島正法律事務所

埼玉弁護士会所属 弁護士 脇島 正

予約制 受付時間：平日 ～

〒 本庄市早稲田の杜
からも予約できます

収入のない方も安心してご相談ください
法テラス制度を利用することで負担なく弁護士に依頼できます

夜間・土日
応相談

初回相談料無料

令和５年11月１日号 2425

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動

期
間　
11
月
９
日
㈭
～
15
日
㈬

防�

火
標
語
（
２
０
２
３
年
度
全
国

統
一
防
火
標
語
）

『
火
を
消
し
て　
不
安
を
消
し
て

つ
な
ぐ
未
来
』

【
住
宅
火
災　
い
の
ち
を
守
る
10

の
ポ
イ
ン
ト
】

《
４
つ
の
習
慣
》

①�

寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い

②�

ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す

い
も
の
を
置
か
な
い

③�

こ
ん
ろ
を
使
う
と
き
は
火
の
そ

ば
を
離
れ
な
い

④�

コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃

し
、
不
必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く

《
６
つ
の
対
策
》

①�

ス
ト
ー
ブ
や
こ
ん
ろ
等
は
安
全

装
置
の
付
い
た
も
の
を
使
う

②�

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
点
検
す

る
（
交
換
の
目
安
は
10
年
）

③�

部
屋
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
や

カ
ー
テ
ン
等
は
防
炎
品
を
使
う

④�

消
火
器
等
を
設
置
し
て
使
い
方

を
確
認
し
て
お
く

⑤�

避
難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に

確
保
し
て
お
く

⑥�

防
災
訓
練
等
へ
の
参
加
、
戸
別

訪
問
等
、
地
域
ぐ
る
み
で
防
火

対
策
を
行
う
。

▼
ポ
ス
タ
ー
展
を
開
催

　
児
玉
郡
市
内
の
小
学
４
～
６
年

生
が
描
い
た
火
災
予
防
ポ
ス
タ
ー

２
１
２
点
を
展
示
し
ま
す
。

日
時　
11
月
６
日
㈪
～
19
日
㈰

会
場　
ウ
ニ
ク
ス
上
里

★�

児
玉
郡
市
広
域
消
防
本
部
予
防

課
☎
24
‐
８
３
９
２

「
誰
か
を
支
え
る
あ
な
た
も
支

え
る
。」
11
月
は
ケ
ア
ラ
ー
月
間

　
ケ
ア
ラ
ー
と
は
、
家
族
等
の
身

近
な
人
に
対
し
て
無
償
で
介
護
、

看
護
、
日
常
生
活
上
の
お
世
話
や

援
助
を
し
て
い
る
方
で
す
。

　
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
、
社
会
全
体
で
見
守
り

支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
埼
玉
県
で
は
11
月
を
ケ
ア
ラ
ー

月
間
と
定
め
、
広
報
や
啓
発
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
取
組
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は

埼
玉
県

を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

★�

埼
玉
県
地
域
包
括
ケ
ア
課

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
２
５
６

①��

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校

卒
業
者
ま
た
は
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
方

②��

社
会
人
と
し
て
１
年
以
上
勤
務

経
験
が
あ
る
方

試
験
日　
11
月
19
日
㈰

試
験
科
目　
小
論
文
・
面
接

◎
一
般
選
考
試
験

出�

願
期
間　
11
月
27
日
㈪
～
12
月

１
日
㈮
（
必
着
）

受�

験
資
格　
学
校
教
育
法
に
よ
る

高
等
学
校
卒
業
者
（
令
和
６
年

３
月
卒
業
見
込
み
を
含
む
）
ま

た
は
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
方

試
験
日　
12
月
10
日
㈰

試�

験
科
目　
現
代
文
・
選
択
科
目

（
数
学
Ⅰ
、生
物
基
礎
、英
語
Ⅰ
）

か
ら
１
つ
・
小
論
文
・
面
接

※
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★�

本
庄
児
玉
看
護
専
門
学
校

☎
35
‐
２
０
７
７

税
務
署
の
非
常
勤
職
員
を
募
集

期�

間　
令
和
６
年
２
月
１
日
～
３

月
31
日
の
う
ち
１
～
２
か
月
程

度
（
土
・
日
・
休
日
を
除
く
）

勤�

務
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
４

時
の
う
ち
４
～
６
時
間

勤
務
場
所　
本
庄
税
務
署

勤�

務
内
容　
書
類
整
理
、
デ
ー
タ

入
力
、
ス
マ
ホ
操
作
補
助　
な
ど

時�

給　
１
０
３
０
円
以
上
（
給
与

法
改
正
等
に
よ
る
変
更
あ
り
）

定
員　
20
名
程
度

※
申
込
等
、
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★�

本
庄
税
務
署
総
務
課
☎
22
‐
２

１
１
１
（
音
声
案
内
で
「
２
」

を
選
択
）

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
関
す
る

説
明
会
・
相
談
会

◆
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説

明
会
【
集
合
形
式
】

日�

時　
11
月
15
日
㈬　
午
後
２
時

～
４
時

会
場　
本
庄
税
務
署
２
階
会
議
室

定
員　
20
名
（
事
前
予
約
制
）

◆
登
録
要
否
相
談
会【
個
別
相
談
】

　
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
と
し

て
の
登
録
が
必
要
か
、
お
悩
み
の

事
業
者
向
け
の
相
談
会
で
す
。

日�

時　
11
月
17
日
㈮　
午
前
10
時

～
正
午

会
場　
本
庄
税
務
署
１
階
会
議
室

※
事
前
予
約
制
。
相
談
は
１
時
間

程
度
を
予
定
（
予
約
時
に
案
内
）。

【
共
通
】

申
込　
電
話
で
左
記
へ

★�

本
庄
税
務
署
法
人
課
税
部
門
☎

22
‐
２
１
１
２
、
個
人
課
税
部

門
☎
22
‐
２
１
１
４

11
月
11
日
～
17
日
は
税
を
考

え
る
週
間

　
国
税
庁
で
は
、
皆
さ
ん
に
租
税

の
意
義
や
役
割
、
税
務
行
政
に
対

す
る
知
識
と
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
、

等
で
さ
ま
ざ
ま
な

広
報
施
策
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
税
の
役
割
や
仕
組

み
に
つ
い
て
、

考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。

★
本
庄
税
務
署
☎
22
‐
２
１
１
１

国
税
に
関
す
る
相
談
は
「
国

税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ

　
全
国
一
律
の
電
話
番
号
で
国
税

に
関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

電
話
番
号
（
全
国
一
律
料
金
）

　
０
５
７
０
‐
０
０
‐
５
９
０
１

受�

付
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
（
土
・
日
・
休
日
・
年

末
年
始
を
除
く
）

★
本
庄
税
務
署
☎
22
‐
２
１
１
１

市
役
所
の
人
事
異
動

９
月
30
日
付
け　
退
職

▽�

井
田　
有
為
（
都
市
整
備
部
市

街
地
整
備
室
主
任
）

★
行
政
管
理
課
☎
25
‐
１
１
６
０

自
衛
官
を
募
集

◎
一
般
曹
候
補
生

受
付
期
間　
11
月
30
日
㈭
ま
で

受�

験
資
格　
18
歳
～
33
歳
未
満
の

方（
採
用
予
定
月
の
１
日
時
点
）

一�

次
試
験
日　
12
月
９
日
㈯
～
12

日
㈫
の
う
ち
指
定
す
る
日

◎
自
衛
官
候
補
生

受
付
期
間　
12
月
４
日
㈪
ま
で

受�

験
資
格　
18
歳
～
33
歳
未
満
の

方（
採
用
予
定
月
の
１
日
時
点
）

一�

次
試
験
日
（
Ｗ
ｅ
ｂ
試
験
）�

12
月
８
日
㈮
・
９
日
㈯
の
う
ち

い
ず
れ
か
１
日

※
受
験
申
込
や
入
隊
時
期
等
、
詳

し
く
は
自
衛
官

募
集

を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

★�

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊

谷
地
域
事
務
所
☎
０
４
８
‐
５

２
２
‐
４
８
５
５

令
和
６
年
度
本
庄
児
玉
看
護

専
門
学
校
入
学
試
験

◎
社
会
人
選
考
試
験

出�

願
期
間　
11
月
６
日
㈪
～
10
日

㈮
（
必
着
）

受�

験
資
格　
次
の
①
②
に
該
当
す

る
方

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　        ★広報課☎25-１１５５

感染症の拡大を防止するため、施設利用や催し等へ参加の際、マスクの着用、検温等へのご協力をお願いすることがあります。
また、掲載している催し等は中止・変更になる場合があります。市ホームページ、問い合わせ先へご確認ください。

埼玉県

埼玉県
国税庁

自衛官募集

▼対象となる都市計画（変更内容）

① 本庄都市計画（都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針の変更、区域区分の変更）

② 児玉都市計画（都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針の変更）

●縦覧について
縦覧期間　11 月 10 日㈮～ 24 日㈮
縦覧場所　 埼玉県都市計画課（ 含む）、埼玉県本庄

県土整備事務所、本庄市都市計画課（市役
所２階）

●意見書の提出について
提出期限　 11 月 24 日㈮　午後５時 15 分まで（必着）
提出対象　 市内に住所を有する方及び計画の利害関係者
提出方法　 郵送、持参または埼玉県電子申請届出サー

ビスによる
提 出 先　 埼玉県都市計画課、埼玉県本庄県土整備事

務所、本庄市都市計画課

※詳しくは、埼玉県 をご覧ください。

　埼玉県が決定する次の都市計画の案について、縦
覧を行います。
　また、案に対する意見書の提出についても併せて
お知らせします。

都市計画の案を縦覧します
★ 埼玉県都市計画課☎048-830-5341、本庄市都市

計画課☎25-１１３６


